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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
成
三
十
一
年
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

組
合
員
並
び
に
ご
家
族
の
皆
様
方
に
謹
ん
で
年
頭
の

ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
昨
年
十
二
月
開
催
の
第
百
七
十
三
回
組
合

会
に
お
き
ま
し
て
共
済
組
合
理
事
長
に
ご
推
挙
い
た

だ
き
、
引
き
続
き
そ
の
重
責
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
組
合
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
様
の
福
祉
の
充

実
及
び
発
展
の
た
め
、
最
善
の
努
力
を
尽
く
す
所
存

で
あ
り
ま
す
の
で
、
格
別
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
急
速
に
進
行
し
た
少
子

高
齢
化
に
よ
る
人
口
構
造
の
変
化
や
雇
用
・
経
済
情

勢
の
変
化
に
よ
り
、
多
く
の
社
会
保
障
制
度
改
革
が

進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
被
用
者
年
金

の
一
元
化
以
降
適
切
な
事
業
運
営
に
努
め
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
誤
り
に
よ

る
年
金
支
給
の
誤
り
が
生
じ
る
事
例
が
昨
年
発
生
し

ま
し
た
。
事
務
処
理
に
誤
り
が
あ
り
ま
す
と
厚
生
年

金
保
険
の
実
施
機
関
と
し
て
の
信
頼
性
が
揺
ら
ぎ
か

ね
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
も
適
切
な
事
務
執
行
を

行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
本
年
予
定
さ
れ
て
い
る
財
政
検
証
に
併
せ

て
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
で
高
齢
期
の
就
労

と
年
金
受
給
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
議
論
が
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
制
度
改
正
の
方
向
性

等
を
注
視
す
る
と
と
も
に
関
係
機
関
と
も
緊
密
に
連

携
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

医
療
保
険
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
の
算
定
方
法
に
加
え
、
介
護
納
付
金
に
つ
い

て
も
全
面
総
報
酬
割
に
段
階
的
に
移
行
さ
れ
て
お

り
、
共
済
組
合
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
状
況
か
ら
、
今
後
に
つ
い
て
も
そ
の
動
向
を
注
視

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
や
予

防
・
健
康
づ
く
り
等
の
取
組
に
対
し
、
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
重
視
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
よ
う
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
の
加
算
・
減
算
制
度
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
組
合
員
の
皆
様
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
も
、
新
た
に
作
成
し
た
第
二
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
健
診
及
び
医
療
費
の

デ
ー
タ
分
析
に
基
づ
く
効
果
的
、
効
率
的
な
保
健
事

業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特

定
保
健
指
導
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
検
診
の
受
診
率

向
上
を
図
り
、
医
療
費
の
適
正
化
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、
組
合
員
並
び
に
ご
家
族
の
皆
様
は

も
と
よ
り
、
各
所
属
所
の
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

貯
金
・
貸
付
・
物
資
の
各
事
業
に
お
き
ま
し
て

も
、
組
合
員
の
生
活
支
援
の
一
助
と
し
て
事
業
内
容

の
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
を
行
い
、
皆
様
の
ニ
ー
ズ
に
お
応

え
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

保
養
所
「
パ
レ
ス
松
洲
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組

合
員
及
び
ご
家
族
の
皆
様
に
、
心
身
と
も
に
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
精
一
杯
の
お
も

て
な
し
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
な

お
一
層
の
ご
愛
顧
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
に

つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
七
月
か
ら
短
期
給
付
に
係
る

国
等
と
の
情
報
連
携
の
試
行
運
用
が
開
始
さ
れ
、

十
月
か
ら
本
格
・
運
用
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

長
期
給
付
に
係
る
情
報
連
携
も
本
年
中
に
は
開
始
さ

れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
個
人
番
号
の
適
正
な

管
理
に
加
え
、
情
報
連
携
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
適
切
に
対
応
し
て
い
く
所
存
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
厳
し
い
状
況
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

本
組
合
は
、
組
合
員
並
び
に
ご
家
族
の
皆
様
の
生
活

の
安
定
と
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
直
面
す
る
諸
問
題

に
的
確
に
対
応
す
る
よ
う
役
職
員
一
同
、
最
善
の
努

力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
各
自
治
体
の
ご
発
展
と
と
も
に
、
今
年

一
年
が
皆
様
に
と
っ
て
幸
多
き
年
と
な
り
ま
す
よ
う

ご
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
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友　

喜　

助
（
角
田
市
長
）

理　
　

事
（
理
事
長
職
務
代
理
者
）

 

佐　

藤　

英　

雄
（
村
田
町
長
）

理　
　

事 

猪　

股　

洋　

文
（
加
美
町
長
）

理　
　

事 

小
野
寺　

伸　

浩
（
元
石
巻
市
職
員
）

理　
　

事 

菊　

地　

卓　

昭
（
美
里
町
職
員
）

理　
　

事 

北　

舘　

和　

彦
（
登
米
市
職
員
）

監　
　

事 

若　

生　

裕　

俊
（
富
谷
市
長
）

監　
　

事 

岸　
　
　

善　

則
（
大
崎
市
職
員
）

監　
　

事 

葛　

岡　

重　

利
（
学
識
経
験
者
）

議　
　

員 

菅　

原　
　
　

茂
（
気
仙
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仙
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員 
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員 

安　

住　

祐　

一
（
岩
沼
市
職
員
）

議　
　

員 
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員
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組
合
会
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
が
、

去
る
11
月
16
日
に
県
内
４
選
挙
区
に
お
い
て
行
わ

れ
、
市
町
村
長
で
あ
る
議
員
10
名
、
市
町
村
長
以

外
の
議
員
10
名
、
計
20
名
の
新
議
員
が
選
ば
れ
ま

し
た
。

　

新
議
員
の
任
期
は
、
平
成
30
年
12
月
１
日
か
ら

平
成
32
年
11
月
30
日
ま
で
の
２
年
間
で
す
。

　

ま
た
、
12
月
３
日
に
役
員
選
挙
が
行
わ
れ
、

次
の
方
々
が
新
役
員
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
役
員
の
任
期
は
、
組
合
会
議
員
と
同
様
で

平
成
32
年
11
月
30
日
ま
で
の
２
年
間
で
す
。

　

任
期
満
了
に
よ
り
退
任
さ
れ
た
議
員

の
皆
様
に
は
、
共
済
組
合
の
当
面
す
る

諸
問
題
の
解
決
を
は
じ
め
、
組
合
員
と

そ
の
家
族
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
尽
力

い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

今
後
と
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
ご
指

導
ご

撻
を
賜
る
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

退
任
さ
れ
た
議
員

　
市
町
村
長
で
あ
る
者

　
　

相
澤　

清
一　

（
美
里
町
）

　　

市
町
村
長
以
外
の
者

　
　

伊
藤　

利
花　

（
栗
原
市
）

　
　

相
澤　
　

順　

（
東
松
島
市
）　

　
　

伊
藤　
　

修　

（
気
仙
沼
市
）

　
　

三
浦　
　

純　

（
村
田
町
）

［任期］
●組合会議員…平成30年12月１日～平成32年11月30日
●役員…………平成30年12月３日～平成32年11月30日
●学経監事……平成30年12月７日～平成32年12月 ６日

葛岡　重利

学識経験を
有する監事

新
議
員
・
役
員
紹
介

組
合
会

市町村長である者

市町村長以外の者

﹇
共
済
組
合
新
役
員
﹈

●
理
事
長

　

大
友　

喜
助
（
角
田
市
長
）

●
理
事
（
理
事
長
職
務
代
理
者
）

　

佐
藤　

英
雄
（
村
田
町
長
）

●
理
事

　

猪
股　

洋
文
（
加　
美　
町　
長
）

　

小
野
寺
伸
浩
（
元
石
巻
市
職
員
）

　

菊
地　

卓
昭
（
美
里
町
職
員
）

　

北
舘　

和
彦
（
登
米
市
職
員
）

●
監
事

　

若
生　

裕
俊
（
富
谷
市
長
）

　

岸　
　

善
則
（
大
崎
市
職
員
）

●
学
識
経
験
を
有
す
る
監
事

　

葛
岡　

重
利
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退 予 皆職 定 さ への ま

組合員の皆様が退職すると、組合員資格は退職日の翌日に喪失することとなります。
　そのため、退職日の翌日からは下記チャートに沿ったいずれかの医療保険制度に加入
することとなります。
※ 退職後、フルタイム再任用職員となる方は、引き続き組合員の資格がありますので、
退職後の医療保険制度の切り替え手続きは不要です！

任意継続組合員（任継） 国民健康保険（国保）

保険料（掛金）

附 加 給 付

福 祉 事 業

手 続 き

加 入 可 能 期 間

家族の扶養に入れますか？ 再就職しますか？ 再就職先の医療保険制度が
適用されますか？

家族の
被扶養者

再就職先の
医療保険制度

退　職

いいえ

いいえ いいえ

はい

はいはい 選　択

共済組合の
任意継続組合員 国民健康保険

　1年目（退職時）は国民健康保険保険料より任意継続組合員掛金が少
ない場合でも、２年目（退職の翌年４月時点）は任継掛金より国保保険
料の方が安くなる場合があります！
　そのため、１年目は任継、２年目からは国保に切替えることも可能で
すので、保険料を試算のうえご検討ください！！

退職後の医療保険制度について

任継？ 国保？

選択のポイント

どんな違いがあるの？

任継 → 国保
途中変更
可能です！
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退 予 皆職 定 さ への ま

任意継続組合員とは

最大２年間

手続きの流れ

受けられる短期給付 利用できる福祉事業

任意継続組合員制度について

任意継続　 Ｑ ＆ A

任意継続組合員の掛金
任継掛金

掛金の標準となる額…次のうちいずれか少ない金額

（※１） 決定しだい随時お知らせ
します!!

<参考（平成30年度）>
短期掛金率 92.4／1000
介護掛金率 14.28／1000

払込み方法
①月払い　②半年払い　③年払い　のいずれかが選択できます。

割引制度 未経過期間分
の掛金はお返しします。

掛金の払込みは、
月払いよりも
半年払い・年払い

がお得

●平成30年度の掛金上限の場合

月払いと年払いの差額 8,181円

Ｑ 現職時に認定されていた被扶養者はどうなるの？
A  組合員が任意継続組合員資格を取得する際に、認定要件を満たしていた方は引き続き被扶養者とし
ての資格が継続されます。

Ｑ  任意継続組合員になっている間に、国民健康保険に入る場合や家族の扶養に入ることになる場合は
どうするの？

A  資格喪失届書を共済組合に送付してください。共済組合が届書を受理した翌月１日付けの資格喪失
証明書を発行しますので、翌月１日からは国民健康保険やご家族の扶養に加入してください。

 ※任継の組合員証は共済組合が届書を受理した当月まで使用が可能です。
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退 予 皆職 定 さ への ま

貸付・物資事業 福祉課福祉係 022-263-6413

貯　金　事　業  総務課経理係 022-263-6414

CA B C C

年金者連盟に、ぜひご加入ください！



　共済組合では、組合員と同様に被扶養者に対しても、疾病・負傷・出産・死亡等の短期給付を行っていますが、
安定した財政運営を図るうえでも被扶養者の認定は慎重に行う必要があります。
　また、少子・超高齢化社会のほか年金支給開始年齢の引き上げなど社会情勢は大きく変化をしており、被扶養者
の認定は、より公平で適正に管理する必要があるため、被扶養者認定の取扱いを一部変更します。
　なお、この変更は、平成31年２月１日から適用します。
　また、本組合の「被扶養者認定基準及び取扱い」について、共済組合ホームページに掲載しましたのでご覧
ください。

変更内容

（１）パート・アルバイト等の給与所得者に係る取扱い
　　 　毎月の収入が変動する場合で、連続する３ヵ月の平均が認定基準月額（108,334円）以上となったときは、
その平均を超過した最終月の翌月の初日に遡り、恒常的に収入があったとみなし取消しとなります。

● 　賃金、給料、その他これらの性質を有する給与収入（通勤手当を除く）は月額により判断します。
また、賞与が支給された場合は、その額を支給対象期間に按分して加算します。
　 　どの地点からも将来にわたり見込まれる収入が常に認定基準月額（108,334円）未満でなければなりま
せん。１年間の収入が結果として130万円未満だったとしても、認定基準額を超える賃金月額で勤務して
いる期間は、年間130万円以上の収入があるものとして取扱うことになります。
　 　ただし、毎月の収入が変動する場合は、次のとおりの取扱いとなります。

認定取消となる事例　①

月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

収入
月額 ９万円 ９万円 11万円 12万円 12万円 11万円 11万円 11万円 ７万円 ８万円 11万円 ８万円

126
万円

賞与 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円

６月１日で取消し。

　年額では130万円未満ですが、３月～５月の３ヵ月連続で収入基準額の月額108,333円を上回り、その後も
同様の収入が見込まれるため６月１日で認定取消となります。

認定取消となる事例　②

月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

収入
月額 ９万円 ９万円 11万円 ９万円 10万円 10万円 ９万円 10万円 ９万円 ８万円 11万円 ８万円

119
万円

賞与 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円

６月１日で取消し。

　年額では130万円未満ですが、３月～５月の３ヵ月平均で収入基準額の月額108,333円を上回り、その後も
同様の収入が見込まれるため６月１日で認定取消となります。

被扶養者認定の取扱いを一部変更いたします
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１　収支状況について

２　医療費給付額について

（単位：千円・％）

（単位：件・千円）

項　　　　　　目
平成30年度 平成29年度 対前年度比較

予算額
（Ａ）

上半期実績額
（Ｂ）

執行率
（Ｂ÷Ａ）

上半期実績額
（C）

金額
（B-C）

伸率
（Ｂ÷C）

収
　
　
　
入

短 期 負 担 金 4,984,870 2,458,554 49.32 2,550,737 △ 92,183 96.39 
短 期 掛 金 4,984,555 2,458,381 49.32 2,550,580 △ 92,199 96.39 
任 意 継 続 掛 金 107,459 89,903 83.66 115,737 △ 25,834 77.68 
高 額 医 療 交 付 金 90,901 ０ 0.00 ０ ０ －
連 合 会 交 付 金 100 ０ 0.00 ０ ０ －
そ の 他 713 4,986 699.30 445 4,541 1,120.45 

合　　　　　計 10,168,598 5,011,824 49.29 5,217,499 △ 205,675 96.06 

支
　
　
　
　
　
出

医
療
費
給
付
額

療 養 の 給 付 2,319,672 1,076,476 46.41 1,069,745 6,731 100.63 
家 族 医 療 費 1,889,045 980,408 51.90 940,343 40,065 104.26 
高額療養の給付・高額療養費 336,643 168,599 50.08 154,424 14,175 109.18 

傷 病 手 当 金 45,002 23,277 51.72 20,426 2,851 113.96 
附加給付・一部負担金払戻金 93,615 45,916 49.05 45,626 290 100.64 
そ の 他 給 付 金 199,815 91,020 45.55 92,302 △ 1,282 98.61 
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金

老 人 保 健 拠 出 金 ０ ０ － 31 △ 31 －
退 職 者 給 付 拠 出 金 46,365 11,458 24.71 64,485 △ 53,027 17.77 
前 期 高 齢 者 納 付 金 2,488,245 1,243,054 49.96 1,260,961 △ 17,907 98.58 
後 期 高 齢 者 支 援 金 2,278,706 1,138,354 49.96 1,115,071 23,283 102.09 
病 床 転 換 支 援 金 12 12 100.00 12 ０ 100.00 

連 合 会 払 込 金 141,774 69,850 49.27 69,359 491 100.71 
連 合 会 拠 出 金 380,754 184,868 48.55 225,218 △ 40,350 82.08 
業 務 経 理 へ 繰 入 金 43,049 ０ 0.00 ０ ０ －
そ の 他 25,400 3,270 12.87 3,910 △ 640 83.63 

合　　　　　計 10,288,097 5,036,562 48.96 5,061,913 △ 25,351 99.50 
収　　支　　差 △ 119,499 △ 24,738 － 155,586 △ 180,324 －

項　　目
請求件数（レセプト件数） 医療費給付額

平成29年度① 平成30年度② 対前年比較
（②－①） 平成29年度③ 平成30年度④ 対前年比較

（④－③）

本
　
　
人

入 院 757 813 56 245,295 253,894 8,599
外 来 61,617 64,098 2,481 439,953 445,422 5,469
歯 科 14,229 14,390 161 110,942 111,593 651
調 剤 36,660 37,730 1,070 272,766 265,219 △ 7,547
訪 問 看 護 18 12 △ 6 789 348 △ 441
移 送 費 0 0 0 0 0 0
合 計 113,281 117,043 3,762 1,069,745 1,076,476 6,731

被
扶
養
者

入 院 726 730 4 237,222 292,000 54,778
外 来 58,973 58,879 △ 94 390,487 380,239 △ 10,248
歯 科 12,802 12,356 △ 446 92,002 86,916 △ 5,086
調 剤 37,183 37,380 197 216,554 215,108 △ 1,446
訪 問 看 護 81 90 9 4,064 6,145 2,081
移 送 費 1 0 △ 1 14 0 △ 14
合 計 109,766 109,435 △ 331 940,343 980,408 40,065

高 額 療 養 の 給 付
高 額 療 養 費 （1,687） （1,674） △ 13 154,424 168,599 14,175

総 合 計 223,047 226,478 3,431 2,164,512 2,225,483 60,971

○上半期は２,473万円の赤字
○医療費給付額は、前年同期より６,097万円の増加

短期給付事業の現況
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助 成 方 法

助 成 対 象 者

助 成 対 象 期 間

助成金額・回数

インフルエンザ予防接種を受けた方は
費用助成請求をお忘れなく！！

イイ
！！

薬剤服用歴
管理指導料

自己負担額
（３割負担の場合）

お薬手帳を持参して６カ月以内
に再度の調剤　 410円 約120円

初回又はお薬手帳を持参しない
での調剤 530円 約160円

差　　　　額 約40円

お薬手帳を提示するとお薬代が安くなります。

ジェネリック医薬品を使ってみませんか！
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平成30年10月から標準報酬月額の随時改定の保険者算定を行います
　平成30年10月以降の標準報酬月額の随時改定から、業務の性質上、季節的に報酬が変動することによ
り、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、被保険者の
同意に基づき、年間報酬の月平均額による保険者算定を行うことができるようになります。

〈保険者算定の対象となる要件〉
　次の全てを満たした場合に、新たな保険者算定の対象となります。
　（１）次のAとBとの間に２等級以上の差があること
　　　A変動（昇給または降給）月以後の継続した３ヵ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額
　　　B変動月以後の継続した３ヵ月間に受けた固定的給与の月平均額に、変動月前の継続した９ヵ月と

変動月以後の継続した３ヵ月の間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額から算出した標準
報酬月額（年間平均額から算出した標準報酬月額）

　（２）上記（１）の差が業務の性質上例年発生することが見込まれること
　（３）現在の標準報酬月額とBとの間に１等級以上の差があること

H29.10 H29.11 H29.12 H30.1 H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9

上段：固定的給与　下段：非固定的給与

標準報酬月額の求め方（平成30年７月に固定的給与が変動し、平成30年10月に随時改定の場合）
A 変動（昇給または降給）月以後の継続した３ヵ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額

H30.7 H30.8 H30.9

固定的給与

非固定的給与

B ①変動月以後の継続した３ヵ月間に受けた固定的給与の月平均額
 ②変動月前の継続した９ヵ月と変動月以後の継続した３ヵ月の間に受けた非固定的給与の月平均額

固定的給与
非固定的給与

①固定的給与の平均額

②非固定的給与の平均額

①　＋　②　＝　報酬月額 等級表に当てはめた標準報酬月額

÷３＝報酬月額 等級表に当てはめた
標準報酬月額

（年間平均による保険者算定における留意点）
　１．年間報酬の月平均額を計算する際は、支払基礎日数が17日以上の月を対象とします。
　２． 休職者給与を受けていることにより、報酬の一部が支給されない日がある月は、支払基礎日数が

17日以上であっても当該月を除きます。
　３．給与の支払に遅配分がある場合
　　ア． 変動（昇給または降給）月前の継続した９ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平

均の計算対象月に受けた場合は、その遅配分に当たる報酬の額を除いて計算します。
　　イ． 変動（昇給または降給）月前の継続した９ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月

または降給月から４ヵ月目以降に支払われることになった場合は、その本来支払うはずだった月を
計算対象から除きます。
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　共済貯金は毎月の給与や賞与から天引きして積み立てるので、無理なく貯金が
できます。
　また、いつでも任意の額を預け入れることができる臨時積立もありますので、
冬のボーナス等でお手元に余裕金がございましたら、ぜひ臨時積立をご活用ください。
　加入の手続きは簡単！！『貯金加入申込書兼受取口座届書』に必要事項を記入・
押印していただき、お勤め先の共済事務担当課を通じて共済組合へご提出ください。
　この機会に利息で差がつくお得な共済貯金を始めてみませんか。

共済貯金締切日及び払戻日のお知らせ
第１回 第２回 第３回

締切日 払戻日 締切日 払戻日 締切日 払戻日

平成31年2月 2/1㈮ 2/12㈫ 2/12㈫ 2/20㈬ 2/20㈬ 2/28㈭

3月 3/1㈮ 3/11㈪ 3/12㈫ 3/20㈬ 3/19㈫ 3/28㈭

4月 4/2㈫ 4/10㈬ 4/11㈭ 4/19㈮ 4/18㈭ 4/26㈮

※「貯金払戻請求書」の受付けは、各締切日の午前中までに共済組合へ原本が届いたものに限ります。
　所属所で締切日を設定している場合もありますのでご注意ください。

　有限会社　みやぎ共済が取り扱っております団体保険のうち、所得補償保険については2019年６月に、傷害総合保険および
新・団体医療保険については、2019年７月に、保険の更新の時期となります。
　これらの保険は、宮城県市町村職員共済組合の組合員を対象にしたもので、団体割引により保険料が割安となっている保険
ですので、現在ご加入いただいている方は引き続きご加入くださるようお願いいたします。
　また、現在ご加入されていない方についてもこの機会に加入をご検討いただきますようご案内申し上げます。

団体保険の募集を開始します！
団体保険
○傷害総合保険（事故によるけが等を補償。個人賠償責任補償特約、天災危険補償特約付）
　　　　　　　個人コースには携行品損害付、またゴルフ特約や弁護士費用補償特約（弁護のちから）を選択可能
○所得補償保険（病気やけがで就業できない場合365日補償）
○新・団体医療保険（病気による入院・手術・退院後通院、三大疾病診断金、先進医療等費用を補償）
　　　　　　　（医療保険基本特約・疾病保険特約等セット団体総合保険）
○募集期間　　2019年２月８日（金）～３月15日（金）
○保険期間　　所得補償保険：2019年６月１日午後４時～１年間
　　　　　　　傷害総合保険、新・団体医療保険：2019年７月１日午後４時～１年間
　・加 入 資 格：宮城県市町村職員共済組合の組合員
　・加入対象者：組合員、組合員の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族
　＊団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降は割引率が変更となることがあります。
そのほかにも、各種保険も取り扱っております。
　＊上記は概要を説明したものです。詳しい内容についてはみやぎ共済または損害保険ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

（お問い合わせは下記代理店まで） （引受保険会社名）
宮城県市町村職員共済組合保険事務取扱店　　  
有限会社　みやぎ共済  損害保険ジャパン日本興亜株式会社
　〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目10番25号
　TEL 022－223－0740　FAX 022－215－0785
　（受付時間：午前９時から午後５時まで
　　　土日・祝日・年末年始はお休みさせていただきます。） 承認番号SJNK18－12182　　作成日2018年12月19日

組合員限定のお得な共済貯金
年利

1.0％
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　共済組合では、組合員のお子様等が高校、大学、専門学校等へ入学・修学
するうえで必要な資金（入学金や授業料など）の貸付けを行っております。
　教育費のお借入れをお考えの方は、ぜひ、ご検討ください！

◆◆貸付申込書締切日（共済組合必着）◆◆

申込締切日 平成31年
１月末日 ２月末日 ３月末日 ４月末日

貸付金の送金 ２月末日 ３月末日 ４月末日 ５月末日

・上記の受付期間外での申込みはできませんので、ご注意ください。
　ただし、外国の教育機関にかかる申込みは、通年受付けをしております。
・ 複数の学校を受験する場合は、入学する学校が確定してからお申込みくだ
さい。

◆◆貸付の種類及び償還方法等◆◆
貸付種別 入学貸付 修学貸付

貸 付 金 額
１万円単位で、給料月額
の６ヵ月以内の金額。
（最高限度額 200万円）

必要とする金額に応じて次の５つの金額から選択でき、貸付対象
者１人につき申込みは年１回で、１学年分ごとの一括貸付とな
り、同一年度中の追加貸付はできません。
年額「60万円、84万円、120万円、144万円、180万円」

償 還 金 額 貸付金額に応じた償還月
額、償還月数となります。

修学する学校の修業年限「３年以下」「４年」「５年または６年」
ごとの貸付金額に応じた償還月額、償還月数となります。

貸付対象者 組合員またはその被扶養者（被扶養者でない子を含む）

貸付対象者の
教 育 機 関

① 学校教育法第１条に規定する高等学校、中等教育学校（後期課程に限る）、大学（大学院）、
高等専門学校
②学校教育法第124条に規定する専修学校
③学校教育法第134条に規定する各種学校
④上記①～③に準ずる学校等で理事長が定める要件に該当する外国の教育機関
※ 大学院については、入学貸付の場合は貸付対象となりますが、修学貸付の場合は貸付対象
となりませんのでご注意ください。

貸 付 利 率 貸付利率　年利1.26％

償 還 方 法

①次の２つの方法から選択できます。
 （１）毎月償還
 （２）ボーナス併用償還（貸付金額50万円以上からご利用可能です。）
②入学・修学貸付とも、毎月元利均等償還となります。
　償還開始は、貸付金の送金を受けた月の翌月からとなりますが、元金の償還を据置くこと
もできます。

◆◆据置の取扱いについて◆◆
・ 据置を選択された場合、入・修学する学校の修業年限（４年生大学の場合は４年間）を限度に元金の償還は
据置になり、修業年限経過後から元利金の償還開始となります。
・据置期間中は利息をお支払いいただきます。
・大学院に入学した場合や、入・修学する学校の修業年限を超えての元金償還据置はできません。
・ お申出により、据置期間を解除し元金償還を開始することができます。その場合は「据置期間変更申出書」を
提出してください。

入学貸付及び修学貸付のご案内
TEL 022-263-6413
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◆◆お申込方法◆◆
　入学・修学貸付をお申込みする方は、所属所の共済事務担当課へ下表の「申込書類等」を提出してください。

◆◆申込書類等◆◆
申込書類 入学貸付 修学貸付

　貸付申込書 ○ ○
①借入状況等申告書（※１） ○ ○
　直近の給与支給日に係る給与支給明細書（写） ○ ○
　他の金融機関等からの借入れに係る償還額が確認できる書類 △ △
　合格通知書または入学許可証（写） ○ △
②在学証明書 － ○
　入・修学に伴う諸経費等の明細が確認できる書類 ○ ○
③入・修学者の戸籍抄本（被扶養者でない子の場合） △ △
④団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書 △ △
・○印は必ずご提出ください。△印は必要に応じてご提出いただきます。

（※１）
①借入状況等申告書について
　・ お申込み時における全ての借入れ（他の金融機関等及び物資償還
金を含む）について、記入してください。

　・ 他の金融機関からの借入れがある場合や新規で借入れをする場合は、
毎月及びボーナス等からの償還額が確認できる書類（償還表等）の
写しを提出してください。

　・ 「給料月額に対する毎月の償還額の割合」及び「年収額に対する
年間償還額の割合」が30％を超える場合には貸付けできません
ので、あらかじめご了承ください。

　・ 据置を希望する場合及び据置中の償還額は、据置期間経過後の
償還額（元金＋利息）を記入してください。

②在学証明書について
　・ 修学初年度のみ、在学証明書に代えて合格通知書（写）または
入学許可証（写）でお申込みができます。

　・ 在学証明書等が英文等の場合は、日本語訳したものが必要となり
ます。

③戸籍抄本について
　 　戸籍抄本は貸付申込対象者の子が被扶養者でない場合、組合員との続柄確認のため必要となります。
④団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書について
　 　団体信用生命保険（だんしん）は任意加入です。加入される場合は申込書を提出してください。据置期間中
は債務返済支援保険の適用は受けられませんので、ご注意ください。

◆◆貸付対象となる費用等について◆◆

貸付対象となる費用 諸経費等の明細が分かる書類
入学金、授業料、教材費、制服代 学校からの通知（写）等
アパート等の家賃 契約書（写）または入居申込書（写）等
アパート等を借りるにあたっての生活必需品の購入
費用、通学費、仕送り、その他、入学・修学するうえで
必要となる経費のうち共済組合が認める経費

購入先からの見積書等
見積書等が取得できない経費の場合は、組合員本人
からの申立書等

・ １学年分毎にかかる費用について、年１回の貸付けとなるため、修業年限分（４年制大学の場合は４年間）の
授業料や、アパート等の契約期間分の家賃の一括貸付はいたしません。
・自動車・バイクの購入費用、部活動に係る費用は入・修学貸付の対象外です。
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　春の新たな生活に向けて、お得で便利な共済組合の物資事業を利用しませんか？
　自動車の購入（自動車物資）やバイク、自転車、時計、カメラ等の購入（一般物資）など、共済組合では自動
車物資での低金利と一般物資での分割金利負担なしの物資事業で組合員の皆様の新生活を応援いたします。
　簡単な手続きで利用可能な共済組合の物資事業をぜひご利用ください。

＊自動車物資：年利2.０％と低金利、一般物資：組合員負担金利なし
＊自動車物資：300万円、一般物資：80万円まで利用可能（合計利用最高300万円）
＊給与・ボーナスからの控除による償還で保証人不要
＊繰上償還が可能

物資購入の流れ

① 「指定店」に対し、共済組
合の物資事業を利用して
物資の購入をすることを
必ず伝える。

③ 発行された「物資購入
票」（３枚綴り）に必要事
項を記入・押印し、共済
事務担当課の資格確認等
を受けた上、「物資購入
票」を「指定店」に持参
する。

④ 「指定店」から物資購入品
を受取る。

② 物資事業を利用しての購
入が確定したら、所属所
の共済事務担当課に「物
資購入票」（３枚綴り）の
発行を依頼する。

物資事業が利用できる「指定店」や「手続きの流れ」、「償還方法」等の詳細につきましては、平成30年４月にお渡しした「物資
指定店のご案内」または本組合ホームページの「物資事業」をご覧ください。
なお、ご不明な点がございましたら、共済組合福祉課までお気軽にお問い合わせください。

◆ 物資購入表の記入について ◆

記入上の注意
① 記入の際は、物資購入票の№１～№３に記載されている事項をよく確認したうえで記入してください。
②購入（利用）金額の訂正は無効となりますので再発行を受けてください。
③ 指定店に物資購入票を渡すときは、記入欄の記載漏れや、押印漏れがないよう確認してください。
　特に「物品受領印」の押印を忘れないでください。
④ 一般物資のボーナス償還を併用した場合１万円以上（千円単位）で記入してください。

物資事業のお知らせ
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ライフプランセミナー（退職準備型）を開催しました平成
30年度

　本組合保養所パレス松洲において、50 歳以上を対象としたライフプランセミナー（退職準備型）を開催しました。
今年度は計７回のセミナーへ 491 人の皆様にご参加いただきました。
　このセミナーでは、退職にむけて、また退職後の充実したライフプランの作成方法や、家庭経済設計、健康づくりに
ついての講演を受講していただきました。

一般財団法人地域社会ライフプラン協会
塚本　伸明　講師

健康運動指導士
渋谷　祐子　講師

◎第２日目　５月 25日（金）◎第１日目　５月 24日（木）
時 刻 研　修　内　容 講　師・その他

 9:20 受　付

 9:50

10:00

12:00 昼　食・休　憩

12:50

14:00 休　憩

14:10

15:10 休　憩

15:20

16:40

18:00 意見交換会（宿泊者のみ）

時 刻 研　修　内　容 講　師・その他

 

 

 

●ライフプランセミナー（退職準備型）日程表（第1回日程表より抜粋）

みなさまの声　※アンケートより

やはりお金は一番の問題。
生活設計を今からやっておきたいと思う。

もう少し早く参加すればよかった。
職場の仲間には声がけしていきたい。

運動不足を痛感した！
これからは意識してからだを動かそうと思った。

退職後の趣味や生きがいを今からちゃんと考えて
おかなければと思いました。
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講演の様子　吉田　香里　講師

心と身体の健康セミナーを
開催しました！

平成３０年度

日程（６月13日の例）
▼開会12:50
▼13:00～
「ひょっとして発達凸凹！

～あなたの発達凸凹度は？～」
▼14:40～
「コンディショニング体操で

心身のマネジメント」
▼閉会16:00

参加対象：組合員と、そのご家族

　今年度は松島町「パレス松洲」において、第１回を６月13日、第２回を12月18日に開催し、多くの
組合員やそのご家族にご参加いただきました。

●「コンディショニング体操で心身のマネジメント」

●「ひょっとして発達凸凹！～あなたの発達凸凹度は？～」（第１回）
　「ひょっとして発達凸凹！　　～つきあい方を知る～」　（第２回）

今年度のテーマ

　開会前は静かな会場に緊張感が漂っていましたが、お帰りのころにはみなさまが笑顔になってい
たことが印象的でした。
　このセミナーは組合員だけでなく、ご家族のみなさまもご参加いただけます。今回は、所属所か
らの参加報告のほかに、FAXにて個人参加の報告を受け付けました。来年度もこのセミナーを開催
予定です。募集の際は、共済組合ホームページでもお知らせいたしますので、ご覧ください。

自分のトリセツを作ってみましょう！
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優勝した仙南地域広域行政事務組合チーム

準優勝した名取市チーム

第59回宮城県市町村職員バレーボール大会
優　勝：仙南地域広域行政事務組合
準優勝：名取市
第３位：利府町、蔵王町

松﨑 　祥之　選手（仙南地域広域行政事務組合チーム）
野々上 佳菜　選手（名取市チーム）
永井 なるみ　選手（蔵王町チーム）

仙南地域広域行政事務組合
優 勝

＜優秀選手賞＞

左から

白熱！
市町村職員バレーボール大会‼
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卓球！
快挙の連覇！

準優勝した登米市チーム

優勝した大崎市チーム

優 勝
栗原市 土田航平  選手

個人戦
（男子シングルス戦）

優 勝

大崎市チーム

団体戦

優 勝
涌谷町 佐々木 敦  選手

（40歳以上男子シングルス戦）

優 勝
大崎市 熊谷 美穂子 選手

（女子シングルス戦）

優 勝
大崎市 
佐竹 克心 選手・伊藤 優花 選手ペア

（ミックスダブルス戦）

優　勝：大 崎 市
準優勝：登 米 市
第３位：大 衡 村
　　　　南三陸町
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平成29年度
特定健診等実施状況の報告

■ 平成29年度　特定健康診査・特定保健指導等の状況                                                    （集計基準日：各年度10月31日）
Ｈ 29年度 Ｈ 28年度

合計 男性 女性 合計
特定健康診査対象者数（組合員+被扶養者） （人） 14,305 6,916 7,389 14,382
うち特定健康診査の対象となる被扶養者の数 （人） 3,341 287 3,054 3,526
特定健康診査受診者数 （人） 11,739 6,183 5,556 11,601
健診受診率 （％） 82.1 89.4 75.2 80.7 

内臓脂肪症候群（メタボ）該当者
（人） 1,952 1,610 342 1,908
（％） 16.6 26.0 6.2 16.4 

内臓脂肪症候群（メタボ）予備群該当者 
（人） 1,293 1,003 290 1,322
（％） 11.0 16.2 5.2 11.4 

特定保健指導（積極的支援）の対象者 
（人） 1,357 1,167 190 1,295
（％） 11.6 18.9 3.4 11.2 

特定保健指導（積極的支援）の終了者
（人） 337 294 43 301
（％） 24.8 25.2 22.6 23.2 

特定保健指導（動機付け支援）の対象者 
（人） 910 499 411 928
（％） 7.8 8.1 7.4 8.0 

特定保健指導（動機付け支援）の終了者
（人） 291 173 118 256
（％） 32.0 34.7 28.7 27.6 

特定保健指導の終了者（積極的支援+動機付け支援の合計） 
（人） 628 467 161 557
（％） 27.7 28.0 26.8 25.1 

■ 平成29年度　特定健康診査受診者の服薬状況
Ｈ 29年度 Ｈ 28年度

合計 男性 女性 合計

高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者
（人） 2,139 1,419 720 2,180
（％） 18.2 23.0 13.0 18.8 

脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者
（人） 1,450 826 624 1,439
（％） 12.4 13.4 11.2 12.4 

糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者
（人） 479 361 118 487
（％） 4.1 5.8 2.1 4.2 

■ 平成28年度内臓脂肪症候群（メタボ）該当者・予備群該当者の平成29年度の内臓脂肪症候群（メタボ）改善状況
全体 男性 女性

H28年度の内臓脂肪症候群（メタボ）該当者の数 ① （人） 1,631 1,362 269
①のうち、H29年度内臓脂肪症候群（メタボ）予備群または内臓脂肪症候群（メ
タボ）非該当になった者の数 （人） 394 323 71

内臓脂肪症候群（メタボ）該当者の減少率 （％） 24.2 23.7 26.4 
H28 年度の内臓脂肪症候群（メタボ）予備群該当者の数 ② （人） 1,152 920 232
②のうち、H29年度の内臓脂肪症候群（メタボ）該当者・予備群該当者では
なくなった者

（人） 300 230 70
（％） 26.0 25.0 30.2 

■ 平成28年度特定保健指導利用者の平成29年度の改善状況
全体 男性 女性

H28年度の特定保健指導の利用者数③ （人） 584 446 138
③のうち、H29年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数 （人） 137 102 35
特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 （％） 23.5 22.9 25.4 

平成28年度に特定保健指導を受けた584名のうち、次年度に特定保健指導の該当
にならなかった方が137名（23.5％）おられました。
このことから、特定保健指導を受けることが大切 なことが伺えます。
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平成29年度
各所属所の特定保健指導等の状況（組合員）

③特定保健指導実施者の改善について
　平成28年度保健指導を受けた方のうち、平成29年度保健指導の対象外となった方の状況
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①特定健診を受けた方のうち、メタボ該当・予備群に該当した方の状況
（40歳以上組合員30名未満の所属所は除く）（40歳以上組合員30名未満の所属所は除く）
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宮城県市町村職員共済組合保養所 
〒981-0215 宮城県松島町高城字浜38
Tel. 022-354-2106　　Fax. 022-354-4020
https://www.palace-matsushima.jp

共済のあゆみ宮 

城


